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① 必要時応じて同等品申請（可能な場

合）

② 原価計算課への参考見積（事前）の提

予定価格の再検討



　同等品申請書の提出については、『入札及び契約心得　３．４．１一般的心得　（７）　

同等品審査』にて記載していますので、まず御一読ください。

　同等品申請書の提出をお考えになる場合は、まず入札公告の　１０　入札に付する事

項　（２）　同等品審査資料提出　に、『有』という表示がなされているかをご確認ください。

『有』と表示されている場合は、同等品の申請が可能となります。『無』の表示の場合は、

同等品を求めておりませんので、同等品の申請は不可となります。御注意ください。

　同等品申請書の作成においては、記載例を参考に作成願います。

以下に示す資料を参考として、次ページに添付してありますので、ご確認ください。

入札公告（参考）

オープンカウンター方式公示（参考）

同等品申請書　（記載例）

同等品申請書　（解説版）

同等品申請書　（フォーマット）

　同等品申請書は、提出部数が２部、提出先が調達部契約課となります。また、同等品

申請書には当該製品のカタログ等の添付も必要となりますので、同等品申請書と同様、

提出部数は２部となります。

　当該要求番号で同等品申請を提出し、審査結果が可とされている場合は、事後の入

札において、同一要求番号であれば、同等品申請を提出する必要はありません。

第１章　同等品申請について











　入札に先立ち参考見積（事前）の御提出をお願いしております。提出は、メールによる御提出も
可能です。本参考見積（事前）は、入札参加条件ではないため、協力いただけない場合であって
も入札には参加可能です。
　参考見積（事前）の提出先等は、下記に示すとおりとなります。ご確認の上、お間違いの無い様
にお願い致します。なお、見積に関する内容において、ご不明な点等がありましたら、調達部原
価計算課へ御連絡をお願い致します。

　調達部　原価計算課　
　　搭載原計班　（０４－２９５３－６１３１　内線　３３６７）
　　地上原計班　（０４－２９５３－６１３１　内線　３３６４）
　　部品原計班　（０４－２９５３－６１３１　内線　３３６２）
　入札日の１週間前までを基準
　様式については任意ですが、公告番号、統制番号、部品番号（Ｐ／Ｎ）
は必ず御記入（必須事項）ください。

第２章　参考見積（事前）の提出について

提出先　：

提出期日　：
参考見積の様式　：



　第３補給処調達部が実施する一般競争入札に御参加いただく際には、事前に『入札及
び契約心得』を熟知の上、御参加ください。また、オープンカウンター方式に御参加いた
だく際も入札と同じくに、『航空自衛隊補給処調達オープンカウンター方式実施要領』を
熟知して御参加ください。なお、『入札及び契約心得　３．４．１　一般的心得』に入札関連
事項が記載しています。
　公告及び公示については、第３補給処調達部ホームページで、掲載さいます。また、
公告については、入札期日の前日から起算して、少なくとも１０日前（公告日は除く。）ま
でに掲載し、緊急を要する場合には、その期間を５日前（公告日は除く。）までに短縮す
ることがあります。日頃からのご確認をお願い致します。

３．１　来処による入札参加に関する事項（要領）

３．１．１　入札書について

　入札に御参加の際は、入札書を提出していただきます。
　入札において、１回目の入札（入札書を提出）で落札とならなかった場合は、続けて２回
目の入札（入札書を提出）を実施致します。よって、入札書（見積書）は、２枚使用すること
となりますが、書き損じ等のことを考慮し、２枚以上の部数を持参してください。
　入札の結果、落札となった場合は、落札金額に対する単価を確認させていただきます。
金額とともに、単価もご準備ください。（入札書への単価の記入は必要ありません。入札書
の単価欄については、空欄のまま（未記入）で作成してください。）
　また、入札に先立ち、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の原本ではなく、コピー
も１部提出していただきます。
　記載例については、記載例ページに添付していますので、ご確認ください。

３．１．２　見積書について

　入札において、２回目までの入札で落札とならなかった場合、状況により、随意契約（商
議）に移行します。この際は、入札書ではなく、見積書及び見積書（商議経緯）（『入札及
び契約心得』　別紙様式第3-9-2）を使用します。見積書と３．１．１で示した入札書は同一
書式のものではありますが、見積書とは記載箇所が一部異なるところがありますので、記
載例をご確認の上、作成をお願い致します。記載例については、記載例ページに添付し
ていますので、ご確認ください。
　随意契約に移行した場合、商議回数（札入れ回数）に制限は原則ありません。見積書
（商議経緯）の準備をするようにしてください。
　商議の結果、落札となった場合は、落札金額に対する単価を確認させていただきます。
金額とともに、単価もご準備ください。（見積書への単価の記入は必要ありません。見積書
の単価欄については、空欄のまま（未記入）で作成してください。）

第３章　入札及びオープンカウンター方式参加要領



※　入札及び商議に際して
　『入札及び契約心得』にも記載されておりますが、当該入札書（見積書）の提出をもって、
暴力団排除に関する誓約事項のとおり誓約したものとし、誓約に虚偽があった場合若しく
は誓約に反する事態が生じた場合は、当該入札書（見積書）を無効とします。

３．２　郵便等による入札参加に関する事項（要領）

　平成２９年度より、入札における応札要領に郵送及び事前持込（以下「郵送等」という）
による応札を受け付けております。郵送等により入札参加をされる場合は、以下の要領を
参考に、書類の作成等を行ってください。

３．２．１　入札参加の連絡について

　郵便等により入札に参加しようとする場合、あらかじめ公告に記載された契約担当者へ
４日前（土日祝日含まず）までに電話等で入札の参加を伝えるとともに、郵便又は手渡し、
どちらで参加するか連絡してください。（連絡の際は、公示番号、入札日時、件名（品名）
をお伝えください。）

３．２．２　入札書の作成要領について

　入札書の作成要領については、『３．１．１　入札書について』をご覧ください。ただし、
部数については、次項によるものとします。

３．２．３　入札書の部数について

　１件の入札に対し１枚の入札書とし、１回目の入札で落札しない場合、２回目以降の入
札は辞退したものとして処置します。また、複数品目による入札の場合は、各品目の単価
を記載したもの（書式等は任意による）も同封してください。

３．２．４　入札書等の封書要領について

　（１）　内封筒に入札書１枚を封入して、表面に公告番号、入札日時及び件名（品名）を
　　　記載してください。
　（２）　外封筒に資格審査通知書（全省庁統一資格）のコピー、内封筒及び担当者の連
　　　絡先が分かるもの（名刺等）を封入して、表面に「入札書在中」を朱書きしてください。



要領　（１）のイメージ

要領　（２）のイメージ
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３．２．５　提出期限について

　（１）　郵送は、書留又は配達証明郵便により、入札期日の三日営業日前の１５時までに
　　　到着するようにしてください。
　（２）　封書を直接契約担当者に手渡しする場合は、原則、入札期日の前日の１５時まで
　　　に手渡ししてください。（この際の入札書は、『２．４入札書等の封書要領について』
　　　の（１）に示す形で提出してください。また、資格審査通知書（全省庁統一資格）のコ
　　　ピーも提出してください。）

３．２．６　結果通知について

　入札結果については、後日契約担当者から電話連絡等により通知します。

３．２．７　郵便等による入札の取消について

　入札書を郵送又は手渡しした場合、入札開始前であれば取消すことが出来ます。

３．２．８　その他

　（１）　郵便等による入札を含む落札で同額かつ当該入札者が入札会場にいない場合
　　　は、契約担当者が指名する者が代理でくじ引きを行い、落札者を決定します。
　（２）　以下のア及びイによる場合は、無効として取扱います。
　　　
　　ア　契約担当者の手元に入札書が届かない場合。
　　イ　封書要領が『２．４　入札書等の封書要領について』に示す形によらない（封書の
　　　要領に不備がある）場合。

３．３　使用印鑑届、委任状、代理人使用印鑑届について

　使用印鑑届については、『入札及び契約心得　４．２契約書　４．２．８』に記載されてい
るとおり、契約書及び請書に使用する印鑑については、予め使用印鑑届を３部、提出し
ていただく必要があります。また、印鑑証明（１部）を添付していただく必要もありますので、
御注意ください。
　使用印鑑届の作成に際し、記載例については、記載例ページに添付していますので、
ご確認ください。



　委任状及び代理人使用印鑑届については、『入札及び契約心得　３．４．１　一般的心
得　（５）　及び５．４委任』に記載されているとおり、契約に基づく権限の一部又は全部を
第３者に委任しようとする場合には、入札に先立ち、予め委任状を３部及び代理人使用
印鑑届を３部提出していただく必要があります。
　委任状及び代理人使用印鑑届の作成に際し、委任状及び代理人使用印鑑届の記載
例については、記載例ページに添付していますので、ご確認ください。

３．４　オープンカウンター方式参加に関する事項（要領）

３．４．１　見積書について

　オープンカウンター方式に御参加の際は、見積書を提出期限日までにメール又は、手
渡し（原則、メール）していただきます。見積合わせにおいて、予定価格に達しなかった場
合、最も低い価格を見積もった会社様から２札目以降の商議に移行しますので、見積書
及び見積書（商議経緯）の準備をするようにしてください。商議については、商議回数（札
入れ回数）に制限は原則ありません。更に、落札とならなかった場合、再算定の検討をす
るため、辞退（商議不可）理由書（『入札及び契約心得』　別紙様式第3-14）の提出をお願
いします。見積書は、入札書とは記載箇所が一部異なりますので、記載例をご確認の上、
作成をお願い致します。記載例については、記載例ページに添付していますので、ご確
認ください。
　また、見積合わせに先立ち、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）のコピーも１部提
出していただきます。
　商議の結果、落札となった場合は、落札金額に対する単価を確認させていただきます。
金額とともに、単価もご準備ください。（見積書への単価の記入は必要ありません。見積書
の単価欄については、空欄のまま（未記入）で作成してください。）

３．４．２　メールによる見積提出の際の細部要領について

　電子メール及び手渡しにより見積合わせに参加しようとする場合、あらかじめ公示に記
載された契約担当者へ見積書提出期限までに電話及びメールで参加するかの旨を連絡
してください。（連絡の際は、オープンカウンターの公示日付、見積依頼番号等をお伝え
ください。）

３．４．３　見積書の作成要領について

　見積書の作成要領については、『３．４．１　見積書について』をご覧ください。

３．４．４　見積書の部数について

　１件の見積合わせに対し１枚の見積書とします。また、商議に移行した場合、実施した
分の見積書及び見積書（商議経緯）も必要となります。



３．４．５　提出期限について

　公示に記載された見積書提出期限の日時までに提出をお願いします。また、同等品申
請（部品契約班のみ）をする場合も同様にお願いします。

３．４．６　結果通知について

　見積合わせ結果については、後日契約担当者から電話連絡等により通知します。

３．４．７　見積合わせの取消について

　見積合わせ開始前であれば取消すことが出来ます。

３．４．８　その他

　（１）　見積合わせの落札で同額の場合は、電話連絡等により通知し、くじ引きを行い、
　　　落札者を決定します。
　（２）　契約担当者の手元に見積書が届かない場合は、無効として取扱います。























































　一般競争入札において、落札が決定した場合、又は随意契約に移行した後に商議が
成立した場合、いずれの場合も契約書に分支担官と落札者が記名押印しない限り、契
約成立とはなりませんので、御注意ください。加えて、契約番号の付与につきましても、
契約書の提出以後となります。なお、契約書の作成を省略し請書を徴することにより契
約を締結する場合は、請書を分支担官が受理したときに、契約が成立となります。
　本件に関する内容については、『入札及び契約心得　３．１１　契約の成立』に記載が
ありますので、ご確認ください。

４．１　契約の締結について

　前述いたしましたが、第３補給処調達部が実施する一般競争入札に参加、落札いた
だいた場合にあっても、契約書を作成し、分支担官（甲）と落札者（乙）が記名押印しな
い限りは契約が成立となりません。次項以降では、契約書の作成等、契約の締結から納
品及び支払いに関する内容について説明致します。また、『入札及び契約心得　第４章　
契約の締結』にも記載がありますので、合わせてご確認ください。

４．２　落札後の流れ

　まず、落札又は商議成立後の流れを以下に示します。

①　（落札又は商議成立したら）速やかに、調達検査課にて検査の準備等の指示を受け
　　る。　（担当　調達検査課　内線３３８０、３３８３または３３８４）

②　使用印鑑の登録を行っていない場合は、使用印鑑届等の書類を提出する。

③　契約課の担当者から書類を受領する。（通常、落札日翌日以降）

④　速やかに（７日以内）契約書を作成し、契約課の担当者へ提出する。

⑤　甲乙が押印した契約書を受領する。

⑥　支払希望月の前月２０日までに、支払予定表（３部）を契約課へ提出する。

⑦　指定の銀行口座への振込のため、銀行振込依頼書（１部）を会計課へ提出する。

⑧　（契約物品の納品準備）納入予定日の７日前までに納入先部隊へ連絡する。

⑨　契約物品の納入及び必要書類を提出する。

⑩　⑨が完了後、請求書（２部）を提出する。

第４章　落札後の書類等処置要領



　以上、①～⑩が落札後の大まかな流れとなります。次項において、①～⑩の細部につ
いての説明を致します。

４．２．１　検査の準備等の指示受け（落札後の流れ①）

　『入札及び契約心得 ５．１５ 監督及び検査　５．１５．１ 監督及び検査の一般的心得』
に記載がありますが、落札又は商議成立後、速やかに調達検査課にて、監督及び検査
の準備等について必要な指示を受けてください。その際に、監督及び検査の申請時期
等について、細部指示がありますので、指示に従って申請手続きの準備を行ってくださ
い。

４．２．２　使用印鑑届等の提出（落札後の流れ②）

　契約書に使用する印鑑については、事前に登録が必要となり、使用印鑑届の提出が
必要となります。また、契約に基づく権限の一部又は全部を第三者に委任する場合に
は、事前に委任状及び代理人使用印鑑届が必要となります。
　本件については、『第３章　入札参加要領　３．３　使用印鑑届、委任状、代理人使用
印鑑届について』において、細部を示してありますので、こちらをご確認ください。

４．２．３　契約書（案）等書類の受領及び作成（落札後の流れ③、④）

　落札又は商議成立後、契約課の担当者から次に示す書類をお渡しします。通常、書
類の作成に時間を要するため、落札日又は商議成立日の翌日以降に書類をお渡しで
きる状態となり、郵送等にてお手元に届く様に実施しています。

　１）お渡しする書類について（監督・完成検査ありの場合）

　落札又は商議成立後、契約課から上図（Ａ～Ｄ）に示す４つの書類をお渡しします。
　Ａ～Ｄの書類の細部については、次に示します。

　※　Ｂについては、契約書の特約条項欄に『検査の一部省略』が付される場合は、
　　お渡し致しません。

Ａ Ｂ（※） Ｃ Ｄ

契約書 監督・完成 受領検査 バーコード



　Ａ　契約書（案）　（甲乙双方の押印がなされていないため、案としています。）

　お渡しする契約書（案）を元に、正本を２部、副本を７部（国債契約は８部）作成し、速
やか（７日以内）に契約課担当者へ提出してください。
　お渡しする契約書（案）には、一部両面印刷をしているページがありますので、正本及
び副本を作成される際は、両面印刷の裏面の抜けが無い様にお願い致します。

　　正本は、袋とじ（上図赤色部分）をし、代表者 　　ホチキス留めをしてください。
　印（社印） Ａ 、捨印 Ｂ 、割印 Ｃ を押印してく 　社印等の押印は不要です。
　ださい。 　　提出部数は、歳出契約が７部
　　提出部数は、 ２部 となります。 　国債契約が８部となります。

　※　納入先部隊が複数ある場合
　※　製造請負契約及び役務契約の場合、収入　　は、あわせて納入部隊数分を
　　印紙に割印が必要です。 　　追加で作成してください。。

　Ｂ　監督・完成検査　及び　Ｃ　受領検査

　監督・完成検査及び受領検査は、検査申請書となりますので、調達検査課の指示の
とおりに、作成及び提出をしてください。
　また、納品時に受領検査を実施いたします。その際、納品書、使用可能（合格）物品
票（＝イエロータグ）、品質保証書等、必要な書類及び梱包の要領等、受領検査の要
領について御注意いただきたい事項が複数あります。調達検査課に受領検査申請書
を提出いただく際には、受領検査についての説明を必ず受けてください。

　Ｄ　バーコード付き品目表

　契約物品を納品する際に必要となる書類です。納品書等必要書類と共に納品時に
持参してください。
　部品番号（Ｐ／Ｎ）によっては、バーコード付き品目表が無い場合があります。その際
は、契約課担当者から連絡がありますので、納品時にその旨を担当者へお伝えくださ
い。

〈　正本　〉 〈　副本　〉
表 裏



　２）お渡しする書類について（監督・完成検査なしの場合）

　落札又は商議成立後、契約課から上図（Ａ、Ｃ、Ｄ）に示す３つの書類をお渡しします。
　Ａ、Ｃ、Ｄの書類の細部については、１）お渡しする書類について（監督・完成検査あり
の場合）をご覧ください。

　※　Ｂ（監督・完成検査）については、契約書の特約条項欄に『検査の一部省略』が付
　　き、監督・完成検査が省略となるため、お渡し致しません。

４．２．４　契約書の受領（落札後の流れ⑤）

　作成、提出いただいた契約書を確認させていただき、最終的に甲の印鑑を押印し、
甲乙ともに押印した契約書をお渡し致します。この処置を経て、契約成立となります。

４．２．５　支払予定表の作成、提出（落札後の流れ⑥）

　代金の支払請求手続きをされる際は、まず支払予定表を提出していただく必要があり
ます。支払予定表は、支払希望月の前月２０日までに支払予定表を３部、契約課へ提
出してください。
　支払予定表の記載例については、記載例ページ（記載例⑥及び記載例⑥解説）に添
付していますので、ご確認ください。
　支払予定表のフォーマットについては、『入札及び契約心得　別紙様式第７－１』をご
確認ください。（第３補給処調達部ホームページにて掲載しています。）

４．２．６　銀行振込依頼書の作成、提出（落札後の流れ⑦）

　指定の銀行口座へ振込を致しますので、初回登録及び銀行口座の変更があった場
合は、あらかじめ銀行振込依頼書を１部、会計課会計班（内線：３３９０～３３９１）へ提出
してください。
　銀行振込依頼書の記載例については、記載例ページ（記載例⑦及び記載例⑦解説）
に添付していますので、ご確認ください。
　支払予定表のフォーマットについては、『入札及び契約心得　別紙様式第７－３』をご
確認ください。（第３補給処調達部ホームページにて掲載しています。）

Ａ Ｂ（※） Ｃ Ｄ

契約書
受領検査 バーコード



４．２．７　納入先部隊への連絡（落札後の流れ⑧）

　契約物品を納入する際には、持込予定日の７日前までに、納入先部隊へ連絡してく
ださい。
　第３補給処に納入される場合は、事前に納入計画表（書式等任意）を提出するととも
に、持込予定日の７日前までに、保管部第１保管課受領発送班へメール連絡してくだ
さい。
　納地が第３補給処の場合の納品窓口は、
　『第３補給処　保管部 第１保管課 受領発送班　　内線３３２６～３３２７』
　となります。他部隊が納地の場合は、調達検査課に連絡先の確認をしてください。

　契約納期より相当以前に契約物品の一部又は全数を納入しようとする場合は、あらか
じめ契約課等へ調整してください。
（通常、納期よりも２ヶ月以上前に納入された場合、予算の都合上、支払処置がすぐに
できない場合があります。早期（納期の２ヶ月以上前）に納入していただく場合は、契約
課等へ調整してください。）
　また、国債契約では、契約年度の次年度以降に納入及び支払が行われる条件で予算
の確保を行っているため、原則、契約年度での納入・支払はできません。御注意くださ
い。

４．２．８　契約物品の納入及び必要書類（落札後の流れ⑨）

　契約物品を納入していただく際には、４．２．７で述べた事前連絡以外にも外装に添
付が必要なものや提出が必要な書類等があります。これら納入の際の注意事項等に
ついては、次章にて説明致します。

４．２．９　請求書の提出（落札後の流れ⑩）

　契約物品の納入等が完了しましたら、請求書を２部提出してください。
　請求書の記載において特に御注意いただきたい点は、請求書は１契約毎に提出する
ものとし、１つの請求書に複数契約分を記載しないようにしてください。
　請求書のフォーマットについては、『入札及び契約心得　別紙様式第７－２』をご確認
ください。（第３補給処調達部ホームページにて掲載しています。）































　通常は、納期日までに契約物品を納入していただいていますが、契約履行中に問題
が生じ、納期日までに契約物品を納入することができないおそれがある場合は、納期猶
予申請書等を提出していただく必要があります。本処置をせずに納期日を超えた場合
は、履行遅滞となるため、注意が必要です。本章では、納期延期をする際の提出書類
等の説明を致します。
　本件に関する内容については、『入札及び契約心得　第６章　契約の事故　６．１　納
期の猶予及び履行遅滞』に記載がありますので、ご確認ください。

６．１　納期猶予申請について

　契約物品を納期日までに納入することができないおそれがある場合には、納期猶予
申請書及び納期猶予の申請理由を９部提出していただきます。
　納期猶予申請書及び納期猶予の申請理由を提出し、分支担官の承認を受けた後に
納期が猶予されます。（分支担官の承認を受けていない場合は、納期猶予とはなりませ
ん）また、当該申請の理由に関する証明書等をお願いする場合もありますので、御理解
をお願い致します。
　納期猶予申請書及び納期猶予の申請理由の記載例については、記載例ページ（記
載例⑨、記載例⑨解説及び記載例⑩、記載例⑩解説）に添付していますので、ご確認
ください。
　納期猶予申請書及び納期猶予の申請理由のフォーマットについては、『入札及び契
約心得　別紙様式第６－１及び別紙様式第６－２』をご確認ください。（第３補給処調達
部ホームページにて掲載しています。）

６．２　納期猶予申請書を提出しなかった場合について

　納期日以前から納期日までに契約物品を納入することができないおそれがあったにも
関わらず、納期日までに納期猶予申請書を提出しないまま納期日を超えた場合や納期
猶予申請書を提出しない状態で、納期後に契約物品を納入場所へ持ち込んだ場合に
おいても、まず納期猶予申請書及び納期猶予の申請理由を提出し、分支担官の承認を
受けた後でなければ、納入ができませんので、御注意ください。

６．３　納期猶予の承認期日を超えるおそれがある場合

　納期猶予申請書を提出、承認されている中で、更に承認された期日を超えてしまうお
それがある場合については、再度、納期猶予申請書を提出し、分支担官の承認を受け
る必要があります。記載例については、記載例ページ（記載例⑪、記載例⑪解説）に添
付していますので、ご確認ください。

６．４　延納金及び遅滞金

　納期猶予申請書の承認にあたり、納期の猶予の原因、理由が契約相手方の責めに帰
すべきもの（下請負者等を含む。）と判定された場合には、延納日数に応じ、契約条項
に定める延納金の支払いが生じます。また、納期猶予申請書の提出が契約相手方の
責めにより遅れたときは、契約条項の定めるところにより遅滞金の支払いが生じます。
　ただし、納期猶予申請書の提出が遅れたことについて、やむを得ない理由がある場合
には、免除されることがあります。
　本件に関しての細部内容については、『入札及び契約心得　第６章　契約の事故　
６．１　納期の猶予及び履行遅滞　６．１．３　延納金及び遅滞金』をご確認ください。

第６章　納期延期（納期の猶予）及び履行遅滞時の処置要領















　納入された契約物品に契約不適合がある場合には、契約条項の定めるところに従い、
相当の期限内に修理又は良品との取替え、数量の追加を含む修補等を行っていた
だく事になります。契約不適合を処置していただく過程の中では、各種書類の提出も必
要となるため、提出いただく書類を中心に、処置要領の説明を致します。
　本件に関し『入札及び契約心得 第６章 契約の事故 ６．５ 契約物品の契約不適合』
に記載がありますので、ご確認ください。

７．１　契約不適合の流れについて（異状通知書から契約不適合判定通知書まで）

　納入された契約物品が契約不適合期間中に異状を起こした場合、部隊から連絡を受け
た第３補給処は、契約相手方に『異状通知（契約不適合修補等請求）書』をメールにて
送付します。受領した契約相手方は、通知内容に対して異議がない場合は『契約不適合
修補等承諾書』、異議異議がある場合は『異議申立書』をそれぞれ第３補給処調達部契
約課へ提出します。
　異議申立書の提出後、申立て内容について調査検討を行い、契約不適合又は非契約不
適合の判断を行い、契約不適合判定通知書により契約相手方に通知します。

第７章　契約不適合の処置要領

部隊
異状（契約不適合）

第３補給処

契約相手方
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送付



　契約相手方は、異状通知（契約不適合修補等請求）書及び異状物品を受領後、異状調
査に長期間を必要とするなど、やむを得ない事情により、所定の期日以内に契約不適合
修補等承諾書又は異議申立書の提出が困難な場合は、監督官等の確認を得たのち、
『猶予願書』を第３補給処調達部契約課へ提出します。

　また、契約相手方は、異状通知（契約不適合修補等請求）書を受領後、３０日経過し
ても異状物品が搬入されない場合は、異状通知（契約不適合修補等請求）書を送付した
際の全てのメールアドレスに対し、その旨を報告してください。
メールの確認をもって、契約不適合物品搬入促進書の提出とします。
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７．２　契約不適合の流れについて（契約不適合修補等承諾書を提出後）

　契約相手方は、契約不適合修補等承諾書提出後、修補等の条件が、数量の追加、良品
交換及び返送修補等においては、異状通知書に示された部位についての修補等の確認を
受けます。ここで、検査官が合格と判定したときは、使用可能物品票の検印の押印を受
けるとともに、「契約不適合修補等」と記載した完成検査合格証の交付を受けます。た
だし、契約当初から検査の一部省略により、監督・完成検査が省略されている場合は、
この限りではありません。
　また、契約不適合修補等における、監督・検査は通常の監督・検査の手続きに準じて
行うものとします。
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　契約相手方は、契約不適合修補等承諾書を提出後、修補等に長期間を必要とするやむ
を得ない事情が発生し、納入予定期日を超える場合には、工程表を添付した猶予願書を
作成し、監督官等の確認を得た後、納入予定期日内に契約の担当者へ提出してください。

７．３　契約不適合の流れについて（納入）

　契約相手方は、確認を受けた契約不適合修補物品を納入する場合には、部隊等の物品
管理官に契約不適合修補等確認証及び完成検査合格証を提出し、当該契約不適合修補等
確認証に記名押印を求めた後、契約課へ提出してください。

契約相手方

第３補給処

契約不適

合修補等

修補等に

長期間が必要

納入予定

修補の実施

工程表

猶予

願書

監督官の

確認を

得たもの

契約不適

合修補

修補等の

確認

部隊等

納入

契約不

適合修

補等

完成

検査

合格証

納入時に

記名

押印

契約相手方
契約不適

合修補等

記名

第３補給処

契約不

適合修

補等

確認後

１部



７．４　契約不適合関連書類の提出先、部数等

提出部数
６部
６部
６部

６部

－

物品数による

３部
１部

７部

５部

契約不適合修補等承諾書 契約課
異議申立書 契約課

契約不適合関連書類一覧表
書類名 対応・提出先 備考

監督・検査書類 調達検査課
通常の監督・検査の手続き
に準じる

使用可能物品票 検査官 検印の押印

猶予願書 契約課

猶予願書
（工程表の添付あり）

契約課
契約不適合修補等承諾書提
出後に提出する場合
納入予定期日内に提出

契約不適合修補等確認証

部隊等の物品管理官
部隊等の物品管理官に記名
押印を求める

契約課
部隊等の物品管理官の記名
押印のあるものを提出

完成検査合格証
検査官 細部は検査官の指示による

部隊等の物品管理官



Ｎｏ． 提出枚・部数

1 ２部

2 １部

3 （最大）２枚

4 １枚

5 複数枚

6 枚数等任意

7 枚数等任意

8 １部

9 ３部

10 １部

11 ３部

12 ３部

13 ２部

７部

８部

15 ３部

16 ２部

17 ８部

18 ８部

19 １部

20
納品数に
応じて変

動

同等品申請書 契約課 別途、カタログを添付

参考見積書（事前） 原価計算課

第８章　提出書類等一覧表等

提出書類等一覧表

書類名 提出先等 備考

見積書　（来処による入札参加の場合） 契約課 商議回数により枚数は変動

単価記載表（来処による入札参加の場合） 契約課
複数品目による入札の場合に
よる
書式等は任意

入札書　（来処による入札参加の場合） 契約課 書き損じ分は別途必要

入札書　（郵便等による入札参加の場合） 契約課 封筒に封入のこと

使用印鑑届 契約課

印鑑証明 契約課 コピー可

単価記載表（郵便による入札参加の場合） 契約課

複数品目による入札の場合に
よる
書式等は任意
入札書とともに、封筒に封入す
ること

資格審査通知書（全省庁統一資格） 契約課 入札書の外封筒に封入すること

契約書　（正） 契約課

14 契約書　（副） 契約課
歳出契約

国債契約

代理人使用印鑑届 契約課

委任状 契約課

納品書（納地が第３補給処の場合） 保管部　第１保管課

納品書（納地が第３補給処以外の場合） 部隊等の物品管理官等 調達検査課へ確認してください

監督・完成検査申請書 調達検査課

受領検査申請書 調達検査課

完成検査合格証
（完成検査官が作成し、契約

相手方へ交付します。）

保管部　第１保管課
及び部隊等の物品管
理官等

納地が第３補給処以外の場合
及び不明点がある場合は、
調達検査課へ確認してください

使用可能（合格）物品票
（イエロータグ）

保管部　第１保管課
及び部隊等の物品管
理官等

納地が第３補給処以外の場合
及び不明点がある場合は、
調達検査課へ確認してください



21
納品数に
応じて変

動

22 １部

23 ９部

24 ３部

25 ２部

26 １部

27 ６部

28 ６部

29 ６部

30 ６部

31 －

32 物品数による

７部

５部

内容品表示票
保管部　第１保管課
及び部隊等の物品管
理官等

納地が第３補給処以外の場合
及び不明点がある場合は、
調達検査課へ確認してください

品質保証書
保管部　第１保管課
及び部隊等の物品管
理官等

納地が第３補給処以外の場合
及び不明点がある場合は、
調達検査課へ確認してください

請求書 －

銀行振込依頼書 会計課

納期猶予申請書 契約課 納期猶予の申請理由も添付すること

支払予定表 契約課

猶予願書 契約課

猶予願書
（工程表の添付あり）

契約課
契約不適合修補等承諾書提
出後に提出する場合
納入予定期日内に提出

契約不適合修補等承諾書 契約課

異議申立書 契約課

33 契約不適合修補等確認証

部隊等の物品管理官
部隊等の物品管理官に記名
押印を求める

契約課
部隊等の物品管理官の記名
押印のあるものを提出

監督・検査書類 調達検査課
通常の監督・検査の
手続きに準じる

使用可能物品票
（契約不適合物品納入時）

検査官 検印の押印




